
重度訪問介護サービス費  2024/4改定 

＜サービス利用料金＞ 

 下記の料金表によって、サービス利用料金から介護給付費の給付額を除いた金額（利用者

負担）をお支払いいただきます。 

 

 

病院等に入院又は入所中の障害者に提供した場合を含む 

 
サービスに要する時間 1 時間未満 

1 時間以上 

1 時間半未満 

1 時間半以上

2 時間未満 

2 時間以上 

2 時間半未満 

重

度

訪

問

介

護 

1.利用料金 
１，８６０

円 

２，７７０

円 

３，６９０

円 

４，６１０

円 

2.介護給付費から給付され

る金額 

１，６７４

円 

２，４９３

円 

３，３２１

円 

４，１４９

円 

3.サービス利用に係る自己

負担金（１-２） 
１８６円 ２７７円 ３６９円 ４６１円 

 
サービスに要する時間 

2 時間半以上

3 時間未満 

3 時間以上 

3 時間半未満 

3 時間半以上

4 時間未満 

4 時間以上 

8 時間未満 

重

度

訪

問

介

護 

4.利用料金 
５，５３０

円 

６，４４０

円 

７，３６０

円 

８，２１０

円 

5.介護給付費から給付され

る金額 

４，９７７

円 

５，７９６

円 

６，６２４

円 

７，３８９

円 

6.サービス利用に係る自己

負担金（４-５） 
５５３円 ６４４円 ７３６円 ８２１円 

 

※所要時間 4 時間以上 8 時間未満の場合 821 単位に所要時間 4 時間から計算し

て所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 

 

※所要時間 8時間以上 12時間未満の場合 1,505 単位に所要時間 8時間から計算

して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 

 

※所要時間 12 時間以上 16 時間未満の場合 2,184 単位に所要時間 12 時間から

計算して所要時間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数 

 

 



※所要時間 16 時間以上 20 時間未満の場合 2,834 単位に所要時間 16 時間から

計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数 

 

※所要時間 20 時間以上 24 時間未満の場合 3,520 単位に所要時間 20 時間から

計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 

 

 

 

 

 

 
サービスに要する時間 1 時間未満 

1 時間以上 

1 時間半未満 

1 時間半以上

2 時間未満 

2 時間以上 

2 時間半未満 

移

動

介

護

加

算 

1.利用料金 
１，０００

円 

１，２５０

円 

１，５００

円 

１，７５０

円 

2.介護給付費から給付され

る金額 
９００円 

１，１２５

円 

１，３５０

円 

１，５７５

円 

3.サービス利用に係る自己

負担金（１-２） 
１００円 １２５円 １５０円 １７５円 

 
サービスに要する時間 

2 時間半以上

3 時間未満 
3 時間以上   

移

動

介

護

加

算 

4.利用料金 
２，０００

円 

２，５００

円 
  

5.介護給付費から給付され

る金額 

１，８００

円 

２，２５０

円 
  

6.サービス利用に係る自己

負担金（４-５） 
２００円 ２５０円   

 


